
【軽費老人ホーム施設利用料】令和 2年４月１日現在 

 

 軽費老人ホームの利用料は、奈良市軽費老人ホーム運営要綱に定められています。 

 施設利用料は、①サービス提供費（施設事務にかかる経費）と②生活費（食費、光熱水費等）の 

 合計となります。 

① サービス提供費 

月 額 ８２，８９０円（※ご本人の収入階層により減免されます、別表のとおり） 

② 生活費 

月 額 ５５，２９０円（但し１１月から３月までは冬期加算として２，１６０円加算） 

【サービス提供費本人徴収額一覧表】                    （円） 

階層 ご本人の年間収入額 減免される額 ご本人負担額 

１ １，５００，０００円以下 ７２，８９０ １０，０００ 

２ １，５００，００１～１，６００，０００ ６９，８９０ １３，０００ 

３ １，６００，００１～１，７００，０００ ６６，８９０ １６，０００ 

４ １，７００，００１～１，８００，０００ ６３，８９０ １９，０００ 

５ １，８００，００１～１，９００，０００ ６０，８９０ ２２，０００ 

６ １，９００，００１～２，０００，０００ ５７，８９０ ２５，０００ 

７ ２，０００，００１～２，１００，０００ ５２，８９０ ３０，０００ 

８ ２，１００，００１～２，２００，０００ ４７，８９０ ３５，０００ 

９ ２，２００，００１～２，３００，０００ ４２，８９０ ４０，０００ 

１０ ２，３００，００１～２，４００，０００ ３７，８９０ ４５，０００ 

１１ ２，４００，００１～２，５００，０００ ３２，８９０ ５０，０００ 

１２ ２，５００，００１～２，６００，０００ ２５，８９０ ５７，０００ 

１３ ２，６００，００１～２，７００，０００ １８，８９０ ６４，０００ 

１４ ２，７００，００１～２，８００，０００ １１，８９０ ７１，０００ 

１５ ２，８００，００１～２，９００，０００ ４，８９０ ７８，０００ 

１６ ２，９００，００１以上      ０ ８２，８９０ 

 

●１ケ月の利用料は、例えば年収が１５０万円以下の場合、階層は上表で１となり、    

サービス提供費は１０，０００円となります。それに、②の生活費５５，２９０円の合計で、

６５，２９０円となります。冬期（１１月～３月）の間は、生活費に２，１６０円加算    

されますので,６７，４５０円となります。 

 


